
 

これまでの経緯 

 書けるところだけで結構ですし、だいたいで構いません。 

 審判手続に移行した場合には，原則として相手も見ることになります。また，調停

においても，裁判官らの判断で相手に見せることがあります。 

 

（あなたと相手の同居について） 

 あなたと相手が同居した日     年  月  日 頃 

 あなたと相手が別居した日     年  月  日 頃 

 □ 同居したことがなければ、ここにチェック✔ 

 

（養育費の取り決めについて） 

 これまでに取り決めたことが  □ある  □ない 

 

取り決めた金額  子ども一人につき毎月       円 

取決めの方法  □ 口頭での約束  □ 書面  □公正証書 

        □ 裁判所の手続 

取決めの時期      年  月  日 頃 

 

（あなたと相手の収入について） 

 あなたの年収 約    万円   相手の年収 約    万円 

 

その他、養育費の受取状況など裁判所に伝えておきたいことがあれば自

由に書いてください。 

 

 

 

 

記入日  年  月  日     作成者         印 


